
学科名：30年度は2学科分合同

平成３０年度計画 平成３０年度実行内容

中期目標に対する中期計画の具体的
項目

各部局で、具体的な取組・実行内容
に基づいて計画実行する（具体的に
期限やレベルなど数値目標を挙げて
定量的に記載する）

（平成２９年計画の具体的実行内
容を具体的に期限やレベルなど数
値目標を挙げて定量的に記載す
る）

年度の中間及び年度末に計画の達成
状況を評価する。 該当する項目に
ついては、セルを分割して、上段に
中間報告、下段に最終報告を記載す
る。

［学生支援］
建学の精神と教育目的・目標に基
づいて、多様な学生を募集し、そ
の入学を許可し、積極的に資源配
分を整備して学生の学習支援を図
り、成績評価基準等に従って学習
成果の獲得状況を評価して、学習
成果の獲得が向上するように教育
方法、教育課程及び教育プログラ
ムの見直しを行う。また、学生の
ニーズを的確にとらえ、それに対
応した学習支援の環境を整えるた
めに、 学生生活支援のための組
織や支援体制を整備し、専門的職
員を配置する。

(1) さまざまな「ハラスメント」に
対する問題意識が低い教職員もいる
ため、今年度も９月上旬に「ハラス
メント防止」に関する教職員研修を
行った。クラブ・サークルの維持・
拡充については、新入生ガイダンス
での紹介の他、オープンキャンパス
においても、高校生へ直接アピール
できるよう部員と会話できるイベン
トの工夫がなされた。
(2) 不要自転車を確認した上で廃棄
処分をしたが、講義室に近い場所
や、曜日によっても片寄があり収ま
らない駐輪場もある。学生が食事を
したり、自由に使用できるスペース
については、施設アンケート調査に
基づき、学内全体の施設を見直して
いく必要がある。既存の学生寮を廃
止し、次年度より新入生を対象に寮
費を減額する「指定学生寮」を業者
と提携することが決定した。
(3) 奨学金の見直しについては、
2020年から始まる修学支援新制度を
見据え、未検討である。
(4) 今年度はチューター及びバディ
の依頼はない。
(5) 対応する該当学生はいない。
(6) 保育に関するボランティアの依
頼が多く、掲示すると共に学科より
学生へ直接周知をしてもらい、参加
学生も多かった。

△ △

(1) ９月に「ハラスメント防止」に
関する教職員研修を行ったが、引き
続き意識を高めていくことが肝要で
ある。クラブ・サークルの維持・拡
充については、新たな同好会を立ち
上げる希望も出るなど、活発化しつ
つある。
(2) 駐輪場は依然として整然としな
い状態が続いているが、自転車通学
でない学生が置き場として利用して
いることもあり、区分けが必要であ
る。学生が食事をしたり、自由に使
用できるスペースについては、施設
アンケート調査に基づき、学内全体
の施設の利用法を見直していく必要
がある。既存の学生寮を廃止し、次
年度より新入生を対象に寮費を減額
する「指定学生寮」を業者と提携す
ることが決定した。
(3) 奨学金の見直しについては、
2020年から始まる修学支援新制度を
見据え、未検討である。
(4) 今年度はチューター及びバディ
の依頼はなかった。
(5) 障がい者修学支援委員会と協力
して対応できた。
(6) 施設行事、保育に関するボラン
ティアの依頼が多く、掲示および学
科より学生へ直接周知をしてもらう
ことにより、参加学生が多かった。

〇 〇

◆中期目標・中期計画に基づく各部局年度計画及び実行計画と達成状況の運営について◆

（１）平成３０年度計画は、就実短期大学中期目標・計画の具体的な取組・実行内容に基づいて計画する。中期目標・計画に関連して、新たな取組がある場合は項目を増やして記載する。

（２）平成３０年度実行内容は、平成３０年計画の具体的取組・実行内容を具体的にかつ定量的（数値的）に記載する。

（３）計画達成状況は、年度途中（9月末）、年度末（３月末）に計画の達成状況を部局長及び学長が評価し、次年度計画の参考とする。

（1）学生の生活支援のための教職員
の組織（学生指導、厚生補導等）を
整備し、クラブ活動、学園行事、学
友会など、学生が主体的に参画する
活動が行われるよう支援する。
（2）学生食堂、売店の設置等、学生
のキャンパス・アメニティや通学の
ための便宜（通学バスの運行、駐輪
場・駐車場の設置等）に配慮し、宿
舎が必要な学生の支援（学生寮、宿
舎のあっせん等）を行う。
（3）奨学金等、学生への経済的支援
のための制度を設け、学生の健康管
理、メンタルヘルスケアやカウンセ
リングの体制を整えるなど、学生生
活に関して学生の意見や要望の聴取
に努める。
（4）留学生が在籍する場合や社会人
学生が在籍する場合、学習及び生活
を支援する体制を整える。
（5）障がい者の受入れのための施設
を整備するなど、障がい者への支援
体制を整る。
（6）学生の社会的活動（地域活動、
地域貢献、ボランティア活動等）を
積極的に評価する。

(1) 学生が、安心・安全な学生生活
が送れるよう、学生に関する諸問題
については、学生委員会において随
時審議していく。クラブ・サークル
活動については、学友会主導で活躍
または活動しやすい状況を維持でき
るよう支援する。
(2) 学生数に対して、十分な食堂・
駐輪場の確保ができるよう、また学
生寮の必要性について総務課と検討
していく。
(3) 経済的な面において、学内奨学
金の見直しを検討するとともに、学
外の奨学金の紹介を行う。
(4) 日本語の能力が低い留学生に対
しては、学修面ではチューター制
度、また生活面ではバディ制度を活
用し、支援していく。
(5) 今年度より、「障がい者学修支
援委員会」が設置され、学部・学
科・事務部と情報を共有し連携して
支援していく。
(6) ボランティアに学生が積極的に
参加するよう、情報提供を心がけ、
サポートしていく。

(1) 安全で快適な学生生活を支援
していくために、入学時には
「キャンパスライフセミナー」等
で、学生課より学内外についての
安全面での諸注意を行うととも
に、事件事故に巻き込まれないよ
う警察署の生活安全課へ講話を依
頼し、大学周辺の危険な情報を常
に把握できるよう警察署との連携
を密にする。また、クラブ・サー
クルにより多くの学生が入部する
よう、学友会を始め、各クラブ・
サークルの紹介をする機会を設け
る。
(2) 駐輪場においては、不要な自
転車を廃棄し、駐輪場所が集中し
ないよう指導する。また、食堂を
利用しない学生が昼食を摂る場所
を確保できるよう検討する。学生
寮については、現存の学生寮廃止
後、新規学生寮の必要性について
検討していく。              (3)
経済的理由により、休学・退学を
余儀なくされている学生を支援で
きるよう、本学独自の奨学金制度
の内容の見直しや、拡充を検討し
ていく。
(4) 留学生に対しては、今年度よ
り制定された、チューター制度の
利用やバディを依頼するなど、修
学面・生活面において、充実した
留学生活が送れるよう支援する。
(5) 障がい学生の情報を得た際に
は、保健管理センターと情報を共
有し、担当部署と連携し対応す
る。　　　本人や保護者等からの
申し出があった場合や、担当部署
で対応が困難な場合には、今年度
より設置された「障がい者学修支
援委員会」で審議する。
(6) ボランティアの内容が、全学
生対象、クラブ・サークル対象で
ある場合には、掲示や学内メール
で知らせ、専門性が問われる内容
の場合は直接学科長や担当教員へ
知らせる等、学生への周知を行
う。
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